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＜総合科学技術会議の位置づけ＞
第十八条 （重要政策に関する会議－設置）
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部
の施策の統一を図るために必要となる企画及
び立案並びに総合調整に資するため、内閣総
理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係
大臣及び学識経験を有する者等の合議により
処理することが適当な事務をつかさどらせるた
めの機関として、次の機関を置く・
経済財政諮問会議
総合科学技術会議

第二十六条 （所掌事務等）
総合科学技術会議は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて、科学技術
の総合的かつ計画的な振興を図るための基本
的な政策について調査審議すること
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応
じて科学技術に関する予算、人材その他の科
学技術の振興に必要な資源の配分の方針そ
の他科学技術の振興に関する重要事項につい
て調査審議すること
三 科学技術に関する大規模な研究開発その

他の国家的に重要な研究開発について評価を
行うこと。
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二
号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該
各号に規定する大臣に意見を述べること。

＜内閣府での位置づけ＞
第三条 （任務）
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の
事務を助けることを任務とする。
第四条 （所掌事務）
内閣府は、前条第一項の任務を達成するた
め、行政各部の施策の統一を図るために必要
となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに
総合調整に関する事務をつかさどる。
四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図
るための基本的な政策に関する事項
五 科学技術に関する予算、人材その他の科
学技術の振興に必要な資源の配分の方針に
関する事項
六 前二号に掲げるもののほか、科学技術の
振興に関する事項
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四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図
るための基本的な政策に関する事項
五 科学技術に関する予算、人材その他の科
学技術の振興に必要な資源の配分の方針に
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Ⅲ－１ 総合科学技術会議の任務 ～ 法律上・基本計画上の位置付け
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内閣府設置法上の位置づけ

① 基本計画が定める重点化戦略に基づき、各重点分野において重点領域並びに当該領域における研究開
発の目標及び推進方策の基本的事項を定めた推進戦略を作成し、内閣総理大臣及び関係大臣に意見を述
べる。
② 特に重要な領域については、必要に応じて専門調査会を設けるなどの方法により、戦略を作成する。
③ 科学技術の進歩が激しく、社会も急速に変動する現在、広範な分野にわたる第一線の専門家の助言を得
て重点分野の最新の動向を把握するとともに、急速に生じてきた科学技術に対するニーズへの対応につい
て、継続的な検討を行う。その結果、推進戦略に変更の必要が生じた場合には、柔軟かつ機動的に対応。

① 基本計画、重点分野における研究開発の推進戦略等を踏まえて、関係府省における施策の取組を把握し、
不必要な重複など府省縦割りの弊害の有無や実施中の施策の効果を評価する。
② それを踏まえ、より効果的・効率的な取組を実現するとの観点から、次年度における特に重点的に推進す
べき事項、質の高い科学技術推進のための科学技術に関する予算の規模等について内閣総理大臣に意見
を述べる。
③ その上で、次年度の重要な施策、資源の配分に関する考え方を明らかにし、関係大臣に示す。
④ さらに、総合科学技術会議において示された考え方を踏まえた資源配分が行われるよう、必要に応じて予
算編成過程において財政当局との連携を図る。

① 内閣総理大臣のリーダーシップの下、総合戦略及びこれに基づき策定される基本計画に示された重要政
策が、我が国全体として的確、着実に具現化されるよう、政策推進の司令塔として、省庁間の縦割りを排し、
先見性と機動性を持って運営を行う。その際、経済財政諮問会議、ＩＴ戦略本部等と密接な連携をとる。
② ２１世紀の人間社会のあり方を視野に置き、常に世界に開かれた視点を持ちつつ、人文・社会科学とも融
合化した「知恵の場」として、積極的に活動。
③ 「社会のための、社会の中の科学技術」という認識の下に、科学技術の両面性に対して市民がもつ期待と
不安の感情に配慮し、生命倫理など科学技術に関する倫理と社会的責任を重視して運営を行う。

① 基本計画に掲げる施策の実施状況を、関係府省の協力の下、フォローアップし、必要に応じ意見
を付して、内閣総理大臣及び関係大臣に提示する。特に基本計画で実施計画を求めた項目について
は、できるだけ早く実施計画の提出を求める。フォローアップは毎年度末に行い、３年を経過した
ときにより詳細なフォローアップを実施し、必要に応じて基本計画に掲げた施策の変更などに柔軟
に対応する。
② 関係府省の協力も得つつ、民間の活動も含め国内外の科学技術活動の実態の把握を行う。
③ 我が国の研究開発の実施体制の在り方については、今後とも総合科学技術会議で検討を進める。

① 大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行い、その結果を公開すると
ともに、推進体制の改善及び予算配分に反映させるよう関係府省に提示する。
② 基本的な政策や重要事項に係る方針等に反映させるため、必要に応じ、各府省における科学技術
の施策について評価を行う。

① 研究開発評価に関する大綱的指針は制定後既に３年を経過しており、基本計画を踏まえて速やか
に改定する。
② 研究者の流動化その他の科学技術システム改革に関する施策についても、基本計画を踏まえ、必
要に応じ、基本的な指針を取りまとめる。

① 国家的に重要なプロジェクトについて、特に府省の枠を越えて実施すべきプロジェクトに対して
は、上記の資源配分の方針に加え、その実施体制等が最も効果的・効率的なものとなるよう、不必
要な重複の排除等の調整に必要な意見を述べる。
② プロジェクトの実施段階においても、総合科学技術会議は、実施状況や施策の効果に関し必要な
評価を行うことにより、国全体として整合性を持った効果的・効率的な施策の推進を図る。

１．運営の基本

２．重点分野に
おける研究開
発の推進

３．資源配分の
方針推進

６．評価

５．重要施策に
ついての基本
的指針の策定

４．国家的に重要
なプロジェクト
の推進

７．基本計画の
フォローアップ
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【米国の科学技術政策の推進体制】
戦略策定、調整組織

（出典：政策科学研究所「海外主要国の科学技術政策形成実施体制の動向
調査」（平成１０年３月）。一部、総合科学技術会議事務局にて改変。）
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１． 米 国

（参考） 諸外国における総合的な科学技術政策の推進体制（その１）

【米国の科学技術政策の推進体制の特徴】

○ 大統領への強力な補佐制度が特徴。科学技術担当大統領補佐官の下で約６０名のスタッフを擁す
るOSTPが大統領の意志決定を補佐するとともに、NSTC（大統領が議長）により、省庁横断的事項
を取り扱い、大統領イニシアティブや広範な各省連携プログラムを推進。

○ 科学技術に関する省庁横断的な大統領イニシアティブとして、ネットワーキング・情報通信研究開

発、国家ナノテクノロジーイニシアティブ、気候変動科学技術プログラムが推進されており、各々固

有の各省調整事務局を設け、各省連携プログラム推進、全米でのワークショップ開催、ネットワーク

構築、ロードマップ策定等を行っている。

○ PCASTは、補佐官以外は全て民間人で構成。任務は大統領への助言及びNSTCの補佐。
（総合科学技術会議は、米国のＯＳＴＰ，ＮＳＴＣ，ＰＣＡＳＴを凝縮した機能とも言える。）

ＮＳＴＣにおける各省連携の枠組み

ナノテクＮＣＯ(National Coordination Office）の活動例（2004年）

・ 1月27～29日 「Interagency NNI Grand Challenge Workshop on 
Nanoscale Instrumentation and Metrology」（メリー
ランド州ゲイザースバーグ）

・ 2月11～13日 「Grand Challenge Workshop on Nanoelectronics」
（バージニア州アーリントン）

・ 3月16～18日 「NNI Grand Challenge Workshop on Nanoscience
Research for Energy Needs」（アーリントン）

・ 3月31日～4月2日 「National Nanotechnology Initiative: from 
Vision to Commercialization」（ワシントンDC）

・ 9月8、9日 「Research Directions II Workshop」（ワシントンDC）
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1 Subcommittee on Global Change Research　（地球環境研究小委員会）
2 Subcommittee on Air Quality Research　（大気研究小委員会）
3 Subcommittee on Disaster Reduction　（災害削減小委員会）
4 Subcommittee on Ecosystems　（生態系小委員会）
5 Subcommittee on Toxics & Risks　（毒物・危機対策小委員会）
6 Subcommittee on Water Availability & Quality　（水利用・水質小委員会）
7 Interagency Working Group on Earth Observations　（地球観測ＩＷＧ）

1 Subcommittee on Research Business Models　（ビジネスモデル研究小委員会）
2 Subcommittee on Education & Workforce Development　（教育・労働開発小委員会）
3 Subcommittee on Aquaculture　（海洋資源養殖小委員会）
4 Subcommittee on Human Subjects Research　（人間研究小委員会）
5 Interagency Working Group on Physics of the Universe　（宇宙・物理ＩＷＧ）
6 Interagency Working Group on Plant Genome　（植物ゲノムＩＷＧ）
7 Interagency Working Group of Domestic Animal Genomics　（国内動物ゲノムＩＷＧ）
8 Interagency Working Group of Prion Science　（プリオン科学ＩＷＧ）
9 Interagency Working Group of Trans-border Samples　（越境標本ＩＷＧ）

1 Subcommittee on Networking & Information Technology （ネットワーキング・ＩＴ小委員会）
2 Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering & Technology　（ナノ科学・技術小委員会）
3 Subcommittee on Advanced Technologies for Education & Training　（教育・訓練小委員会）
4 Subcommittee on Manufacturing Research & Development　（製造技術Ｒ＆Ｄ小委員会）

1 Subcommittee on National Security R&D　（国家安全保障Ｒ＆Ｄ小委員会）
2 International Subcommittee　（国際化小委員会）
3 Subcommittee on Weapons of Mass Destruction (WMD) Medical Countermeasures
（大量破壊兵器への医療対策小委員会）

4 Subcommittee on Standards　（標準化小委員会）

1 Interagency Working Group on Dioxin　（ダイオキシンＩＷＧ）
2 Subcommittee on Oceans　（海洋小委員会）
3 Subcommittee on Health and the Environment　（健康・環境小委員会）
4 Subcommittee on Biotechnology　（バイオテクノロジー小委員会）
5 Subcommittee on Infrastructure　（インフラ・基盤小委員会）
6 Subcommittee on Aeronautics S&T　（航空科学技術小委員会）
7 Subcommittee on Social, Behavioral & Economic Sciences　（社会・行動・経済科学小委員会）

Committee on Homeland and National Security（「国家安全」専門調査会）

組　織　名

Committee on Environment and Natural Resources　（「環境・資源」専門調査会）

Committee on Science　（「科学」専門調査会）

Committee on Technology（「技術」専門調査会）

Joint Committees（複数の委員会に所属する小委員会・IWG）



（参考） 諸外国における総合的な科学技術政策の推進体制（その２）

【イギリスの科学技術政策の推進体制の特徴】

○ CSAとOSTによる補佐制度に特徴。CSAの任務は、首相や内閣等に助言を与
えるとともに、各省横断的な科学技術に係る事項について、他の大臣にも助言
を与えること。

○ OSTの任務は、各省横断的事項とリサーチ・カウンシル（研究会議）に関する
事項の２つの事項の処理。このため、内部組織としてTDSTGとSEBGが設置さ
れている。

○ OSTとは別に、関係各省間の調整を行う組織として、閣僚フォーサイト・グルー
プと、ホワイトホール・フォーサイト・グループが設置。

○ CSTは、各省調整機関ではなく、英国における科学技術のための戦略的政策
と枠組みに関して首相に助言する機関。

【ドイツの科学技術政策の推進体制の特徴】

○ 連邦レベルと州レベルの二元構造による分権的システムと、研究の自律性
の重視に特徴。

○ 研究対象や領域によらず、BMBFが科学技術政策を一元的に所管するが、
中間的な組織として「科学技術関連中間機構」が置かれており、BMBFの権
限が直接に個別の研究実施機関に及ぶことはない。

○ 国家レベルの意志決定に参画する組織として、学術評議会、RFTI、BLK等
がある。

○ 各研究機関や大学は、政府からのコントロールに対して極めて独立性が高
く、学術評議会を中心とした自律的システムに委ねられている。同評議会は、
予算配分や資金助成を行う機関ではなく、また、原則として研究開発政策の
策定も行わず、主に教育研究機関の整備や組織についての勧告を行う。

○ RFTIは、首相府に属し、首相の諮問機関としてイノベーションに関わる重要
な領域での総合的なレポートを作成することが任務。

○ BLKは、教育研究について、連邦政府と州政府の間の政策調整や意見交
換を行う機関。優先順位付けと勧告を行う。

ドイツ英 国

１４

貿易産業省大臣
President of the Board of Trade
（科学技術担当閣内大臣）

王立協会
The Royal Society

等

助言・報告

首相
助言 首席科学顧問

Chief Scientific
Advisor (CSA)

科学技術庁長官
（首席科学顧問：CSA）

内閣
科学技術会議

Council for Science and
Technology (CST)

事務次官

科学技術担当大臣
Minister of  Science and Technology
（科学技術担当閣外大臣）

各省横断科学技術部門
Transdepartmental Science and
Technology Group (TDSTG)

研究会議局長
Director General of Research

Councils (DGRC)

科学工学基盤部門
Science and Engineering

Base Group (SEBG)

LINK共同研究計画
フォーサイトプログラム

等

リサーチ・カウンシル
等

科学技術庁
Office of Science and 

Technology (OST)

助言・報告

科学技術政策に対する提言

（出典：政策科学研究所「海外主要国の科学
技術政策形成実施体制の動向調査」（平成１
０年３月）。一部、総合科学技術会議事務局
にて改変。）

全国レベルのア
カデミーはない

大統領

学術評議会
Wissenshaftsrat (WR)

連邦政府と州政府の間の
政策調整や意見交換

大統領府

研究技術イノベーション会議
Rat Fur Forschung, Technologie und

Innovation (RFTI)

産業界 連邦首相

首相府

連邦教育科学研究技術省
Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft,

Forschung und Technologie (BMBF) その他の省

教育計画・研究振興
連邦州委員会

Bund-Lander-Kommission fur
Bildungsplanung

und Forschungsforderung (BLK)

州政府

直轄研

科学技術関連中間機構
プロジェクト・
エージェンシー

ドイツ研究共同体
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

研究所

直轄研

大学
工科大学

産業界の意見を反映
報告書

諮問

公的研究開発システム全
般に対して勧告・報告書

審議課題

の選定

戦略策定、調整組織

（出典：政策科学研究所「海外主要国の科学技術政策形成実施体制の動向調
査」（平成１０年３月）。一部、総合科学技術会議事務局にて改変。）

戦略策定、調整組織


